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企画競争実施の公示  
 
 
 次のとおり、企画提案書の提出を招請します。  

なお、本業務に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和７年度予算が成立

し、予算示達がなされることを条件とします。  
 
 令和７年２月１７日  
          支出負担行為担当官  
              旭川開発建設部長 岩下 幸司  
 
１ 業務概要  
(1) 業務名及び業務概要  

旭川開発建設部管内 地域共創の取組に関する作業補助業務  
（本業務は、旭川開発建設部管内における、道北連携地域「地域づくり推進ビジ

ョン」（以下、「ビジョン」という。）及び「道北地域づくりアクションプラン」

（以下、「アクションプラン」という。）の推進に必要な、発注者の作業補助を

行うことを目的とする。）  
 (2)  業務内容  

１）計画準備  
   ２）ビジョンの更新等に関する作業  
   ３）アクションプランの推進に必要な支援及び作業補助 

   ４）報告書作成  
(3)  履行期間  

契約締結の翌日から令和８年３月１８日まで  
 
２ 企画競争参加資格要件  
 (1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定

に該当しない者であること。  
(2)  令和０７・０８・０９年度の国土交通省競争参加資格（全省庁統一）「役務の提

供等」で北海道地域の競争参加資格を有する者であること、または、令和０７・０

８・０９年度の国土交通省競争参加資格（全省庁統一）の申請を令和７年１月３１

日までに行い受理（定期受付）されている者であること。  
      なお、競争参加資格のない者は、企画提案書提出時までに競争参加資格の決定を

受けていること、または、令和０７・０８・０９年度の国土交通省競争参加資格（全

省庁統一）の申請を令和７年１月３１日までに行い受理（定期受付）されている者

であること。  
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(3) 北海道開発局長から指名停止を受けている期間中でないこと。  
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとし  
    て、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな  
    いこと。  

 (5) 技術者等に関する要件  
配置予定技術者に知する要件は、次のとおりとする。  

①管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績  
管理技術者は、(6)の「企画提案書を提出するものに対する要件」に示される実績

を有すること。 

②担当技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績  
担当技術者は、(6)の「企画提案書を提出するものに対する要件」に示される実績

を有すること。担当技術者が複数の場合は１名以上が実績を有していれば良い。  
(6) 業務実績に関する要件  

企画提案書を提出する者に対する業務実績に関する要件は、以下のとおりとする。 
平成２６年度以降に完了した業務において、次の同種又は類似業務いずれかの実

績を有すること。なお、受注実績回数は問わない。  
同種業務：北海道開発局が発注した北海道内における地域づくりに関する業務  
類似業務：北海道内における地域づくりまたは地域活性化に関する業務  

  
３ 手続等  
 (1) 担当部局  

      〒078-8513 北海道旭川市宮前１条３丁目３番１５号  
    北海道開発局  旭川開発建設部  契約課  契約課長補佐  
    電話 0166-32-2379 電子メール：hkd-as-juhin@gxb.mlit.go.jp 
 (2) 説明書の交付期間、場所及び方法  
    ア 交付期間  

令和７年２月１７日（月）から令和７年４月１７日（木）まで（土曜日、日曜

日を除く毎日、９時から１６時まで）  
  イ 交付場所  

 (1)に同じ  
  ウ 交付方法  

交付場所において直接交付する。ただし、上記交付場所での交付を受けること

が困難な場合（郵送等を希望する場合）は、上記３(1)の担当部局に連絡すること。 
(3) 企画提案書の提出期限、場所及び方法  

令和７年３月１０日（月）１２時００分 上記(1)に同じ。持参、郵送（書留郵便

に限る。）、電子メール、又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１

４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項

に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（信書便にあって

は送達記録のあるものに限る。）によること。  
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４ その他  
 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。  
 (2)  関連情報を入手するための照会窓口 ３(1)に同じ。  
 (3) 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者側の負担とする。  
 (4) 提出された企画提案書は、当該提案者に無断で２次的な使用は行わない。  
 (5) 企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書を無効にするとともに、

記載を行った提案者に対して指名停止の措置を行うことがある。  
 (6) 特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法（平成１１年法律第

４２号）に基づき、開示請求があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書

類とする。  
 (7)  企画提案書を特定された提案者は、企画競争実施の結果、最適な者として特定し

たものであるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じ

るものではない。  
(8)  本業務に係わる見積決定及び契約締結は、当該業務に係わる令和７年度予算が成立

し、予算示達がなされることを条件とする（本業務にかかる見積決定及び契約締結は

令和７年４月１７日とするが、当該業務にかかる令和７年度予算成立が４月１８日以

降となった場合は、予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の

期間分のみ契約とする）。 

 (9) その他の詳細は説明書による。  


